
                          平成 31 年４ 月 

                          東京都都市整備局 

 

建築物バリ アフ リ ー条例の改正概要（ 平成 31 年３ 月 29 日改正）  

 

 

 

１  対象 

  新築、 増築、 改築又は用途変更部分の床面積の合計が１ ， ０ ０ ０ ㎡以上の建

築物における一般客室 

 

２  共用部の基準 

各客室までの経路に階段又は段を 設けない。  

 

３  一般客室内の基準 

（ １ ） 一般客室の出入口幅は８ ０ ｃ ｍ以上 

（ ２ ） 一般客室内の便所及び浴室等の出入口幅は７ ０ ｃ ｍ以上 

（ ３ ） 一般客室内に階段又は段を 設けない。  

 

４  努力義務規定 

 一般客室内の便所及び浴室等の出入口幅は７ ５ ｃ ｍ以上 

 

 

施行日： 平成 31 年９ 月１ 日 
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30 都市建企第 1409 号 

平成３ １ 年３ 月２ ９ 日  

 

都内各特定行政庁建築主務部長 殿 

東京都都市整備局 

市街地建築部長 青柳 一彦 

 

 

高齢者、 障害者等が利用し やすい建築物の整備に関する条例の 

一部を 改正する条例の施行について（ 技術的助言）  

 

 

高齢者、障害者等が利用し やすい建築物の整備に関する条例の一部を 改正する条例（ 平成

３ ０ 年東京都条例第４ ９ 号） （ 以下「 条例」 と いう 。 ） が、 平成３ １ 年３ 月２ ９ 日に公布さ

れ、 規定の整備に係る改正を 除き 、 同年９ 月１ 日より 施行さ れるこ と と なり まし た。  

当該改正規定の運用について、地方自治法第２ ４ ５ 条の４ 第１ 項の規定に基づく 技術的助

言と し て、 下記の通り 通知し ます。  

なお、 都内の指定確認検査機関に対し ても 、 こ の旨通知し ているこ と を申し 添えます。  

 

 

記 

 

１  条例改正の概要について 

 こ れまで、 ホテル又は旅館の客室については、 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律施行令（ 以下「 令」 と いう 。） 第１ ５ 条に基づく 、 車椅子使用者が円滑に利用

でき る客室（ 以下「 車椅子使用者用客室」 と いう 。） のみの規制であっ た。  

 今回の条例改正により 、規制の無かっ た車椅子使用者用客室以外の客室（ 以下「 一般客室」

と いう 。） について、条例第１ １ 条の２ を 新設し 、バリ アフ リ ーの義務基準を設けるこ と で、

今後の超高齢社会を 見据え、高齢者や障害者など、より 多く の人が利用し やすい宿泊環境を

整えるこ と と し たも のである。  

 

２  条例の運用上の留意点について 

（ １ ） 客室の用語の定義について 

① 車椅子使用者用客室 

令第１ ５ 条に基づく 、 車椅子使用者が円滑に利用でき る客室で、 令第１ ８ 条に基

づき 、不特定多数のも のが利用し 、又は主と し て高齢者、障害者等が利用する居室、

いわゆる「 利用居室」 に該当する。  
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② 一般客室 

車椅子使用者用客室以外の客室を いい、不特定少数の者が利用する居室のため「 利

用居室」 には該当し ない。  

 

（ ２ ） 対象施設について（ 条例第１ １ 条の２ 第１ 項）  

床面積の合計１ ， ０ ０ ０ ㎡以上のホテル又は旅館について「 新築」、「 増築」、「 改

築」 又は「 用途変更」 を する場合を 対象と する。  

ただし 、 下記の施設は、 対象から 除外する。  

・  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 法律第２ 条第６ 項第四号に

規定する営業の用に供する施設（ 俗称「 ラ ブホテル」）  

・  旅館業法第２ 条第３ 項に規定する簡易宿所営業の施設 

 

床面積の合計１ ， ０ ０ ０ ㎡以上の考え方は、 増築、 改築又は用途変更を する部分

が１ ， ０ ０ ０ ㎡以上と し 、 既存部分の面積は含まない。 例えば、 既存部分が１ ， ５

０ ０ ㎡のホテルに８ ０ ０ ㎡の増築を 計画し た場合は、 増築部分が１ ， ０ ０ ０ ㎡未満

のため対象外と なる。  

既存部分は、 令第２ ２ 条及び条例第１ ２ 条に基づき 遡及適用さ れない。  

 

 

（ ３ ） 宿泊者特定経路について（ 条例第１ １ 条の２ 第１ 項）  

車椅子使用者用客室は、「 利用居室」 であり 、 令第１ ８ 条に基づき 、 道等、 車椅子

使用者用駐車場及び車椅子使用者用便房から 車椅子使用者用客室までの経路を「 移動

等円滑化経路」 にし なければなら ない。  

「 宿泊者特定経路」 は、 車椅子使用者用客室だけでなく 、 全ての一般客室に至るま

で、 階段又は段を 設けないこ と を 規定し た。 宿泊者特定経路に規定するのは、 移動等

円滑化経路の規定のう ち、 段差の禁止のみと し たが、 図１ のと おり 、 一般客室までの

共用部分は、不特定多数の者が利用するため、令第１ １ 条から １ ７ 条及び条例第６ 条

から 第９ 条の「 一般基準」 に該当さ せなければなら ない。  

こ れは、 高齢者、 車椅子使用者、 キャ リ ーバッ グを 引いた旅行者及びベビーカ ーを

使用する宿泊者等に対し て、 全ての客室まで、 経路上の段差を 禁止するこ と で、 円滑

な移動が可能と なるよう に定めるも のである。  

また、車椅子使用者やキャ リ ーバッ グを 引いた旅行者は車での利用が多いこ と から

駐車場から の経路も 対象と し ている。こ れにより 、道等及び車椅子使用者用駐車場か

ら 全ての客室まで段差が解消さ れ、 円滑な移動が可能と なる。  
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凡例 

 

 

 

 

 

 

 

図１  

 

 

（ ２ ） において、 既存遡及について示し たが、 増築部分が既存建物を経由し 、 宿泊

者特定経路を 構成する場合は、条例第１ ２ 条第二号及び第六号に基づき 当該既存部分

も 段差の解消が必要と なるので留意さ れたい。 移動等円滑化経路も 同様である。  

また、建物の構造上の問題で段差が発生し てし まう 場合又は避難階以外の階に客室

を 設ける場合は、条例第１ １ 条の共同住宅の特定経路の基準と 同等の傾斜路やエレ ベ

ータ ー、 段差解消機を設置するこ と で、 階段又は段の解消が可能と なる。  

 

車椅子使用者用客室を 含む利用居室 

一般客室 

移動等円滑化経路 

宿泊者特定経路 
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（ ４ ） 一般客室内の基準について（ 条例第１ １ 条の２ 第２ 項）  

一般客室内の基準の適用については、和室部分は除く も のと する。和室部分と は、「 畳

を中心と し た一体の室」 のこ と をいい、 考え方は、 靴を 脱ぎ、 框を あがっ た部分から 先

に畳がある場合で框から 先を 一体の室と する。 ただし 、 図２ のよう な和洋室では、 客室

入口から 洋室部分へ行き 来でき る場合、当該洋室部分は、基準適用の対象と なる。なお、

和室の奥にある縁側等、 板張り の廊下は基準適用の対象外と なる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２  

 

 

① 出入口の幅について（ 条例第１ １ 条の２ 第２ 項第一号）  

一般客室の出入口幅の寸法は、 有効寸法を いう 。 つまり 、 次頁の図３ のと おり 枠

から 枠の幅ではなく 、 扉を開放し たと き の有効幅をいう 。  

「 開き 戸」 の場合は、 扉厚を 含めずに実際に扉を ９ ０ 度開けたと き の建具の内法

幅、「 引き 戸」 の場合は引き 残し を 含めずに建具の内法幅で８ ０ ㎝以上の確保が必要

と なる。  

なお、 参考と し て、 車椅子使用者用客室は、 条例第１ ０ 条第一号イ に基づき 、 移

動等円滑化経路を 構成する 出入口に該当するため、 出入口の扉の幅は８ ５ ㎝以上と

し なければなら ない。  
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図３  

 

② 便所及び浴室等の扉幅について（ 条例第１ １ 条の２ 第２ 項第二号）  

一般客室内の一の便所及び浴室等の扉幅７ ０ ㎝以上を 規定し ている 。 なお、 扉の

幅については①と 同様に有効幅と なる。ただし 、両開き 戸は、施錠の方法等により 、

車椅子使用者でも 円滑に開閉でき るも のは、 両側の扉を 解放し た状態で有効を と っ

ても よい（ 例えば、フ ラ ンス落し 錠のよう な障害者が開錠に苦慮するも のは対象外）。 

一の便所及び浴室等と は、 一の客室内に複数の便所又は浴室がある 場合は一以上

について、 当該扉幅が必要と なる。  

浴室等と は、 ユニッ ト バス、 洗い場付き 浴室及びシャ ワー室も 含まれる 。 図４ の

よ う に、 ユニッ ト バスではなく 、 便所及び浴室が独立し ているも のの、 便所を 介し

て浴室につながっ ている場合は、 便所及び浴室の両扉と も 有効幅と し て７ ０ ㎝以上

必要と なる。  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図４  

 

有効寸法 有効寸法

有効寸法 有効寸法

片開き 戸 両開き 戸

両引き 戸片引き 戸

： 70 ㎝以上必要な扉 
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また、 図５ のよう に、 便所を介し て、 洗い場付き 浴室と シャ ワー室が備えら れて

いるなど、 浴室の機能が２ か所ある場合は、 便所への扉は有効幅７ ０ ㎝以上が必要で

あるが、 浴室等については、 一以上の規定なので、 浴室かシャ ワー室のどちら かを 有

効幅７ ０ ㎝以上確保すれば良い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５  

 

 

③ 客室内の段差の禁止について（ 条例第１ １ 条の２ 第２ 項第三号）  

客室までの経路と 同様、 一般客室内も 階段又は段を 設けてはなら ないと し た。 た

だし 、 下記の部分は除く こ と と し た。  

イ  一の客室内がメ ゾネッ ト 型の場合、 客室の出入口がある階から 上階又は下階

と の間の上下の移動に係る部分を 段差の禁止対象から 除き 階段を可と し た。こ

の部分を 除いたこ と から 、 その先の上階又は下階も 対象から 除いている。  

 

 

                                         

 

 

 

 

ロ  一般客室内に階段又は段の部分があっ ても １ /１ ２ 以下の傾斜路を 併設すれ

ば良いと する規定である。 なお、 条例では、 傾斜路の幅について、 規定はし て

いないが、 車椅子も 円滑に利用でき る幅を 確保する必要がある。  

ハ 浴室等は、 防水上の観点から 一般的に客室部分と の間に２ ㎝程度の段差が必

要と なるこ と から 、 それを 許容する規定である。  

 

（ ５ ） 努力基準について（ 条例第１ １ 条の２ 第３ 項）  

同条第２ 項第二号で浴室等の出入口幅は７ ０ ㎝以上と の義務基準を 規定し たが、広

 

 

 

廊下 

 

メ ゾネッ ト の上階 

 

出入口がある階 

： 第２ 項第三号対象外 

： 第２ 項第三号対象 

： 70 ㎝以上必要な扉 

： どちら かの扉で 70 ㎝ 

以上を 確保する扉 
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い客室で浴室等も 広く 幅の広い扉も 設置でき る場合は、７ ５ ㎝以上の出入口幅を確保

するこ と が望まし いこ と を 示し た。 現在、 国の定める「 高齢者、 障害者等の円滑な移

動等に配慮し た建築設計標準」（ 以下「 設計標準」 と いう 。） の見直し が行われ、 新た

な設計標準では、 浴室等の出入口幅は、 JI S 基準に基づく 全幅７ ０ ㎝の車椅子であっ

ても 通過可能な幅員と する主旨から 、こ ぎ手等の必要な最小余裕幅を 見込み望まし い

基準と し て７ ５ ㎝以上と 記載さ れた。 そのため、 都と し ても 、 浴室等の出入口幅７ ０

㎝以上の義務基準に上乗せし て、より 円滑な利用ができ るよう 設計標準と 整合を図り

努力義務と し て７ ５ ㎝以上を規定し た。  

 

（ ６ ） その他 

条例第１ １ 条の２ 第２ 項第一号で、 客室の出入口幅を ８ ０ ㎝以上と 規定し たこ と

により 、客室内の通路幅も 一般的に一定程度の空間確保がなさ れると 考えら れるこ と

から 、 通路幅については規定し ないこ と と し た。 ただし 、 一般客室を より 円滑に利用

するためには、 客室内の空間確保が重要であり 、 客室の出入口扉から ベッ ド 等へ至る

経路のう ち、特に狭く なり がちな便所又は浴室等の前の部分も 十分な幅を確保するこ

と が望まし い。  

なお、 設計標準では、 図６ のよう に、 便所又は浴室等の出入口に至る車椅子使用者

の経路が直角路と なる場合には、便所又は浴室等の出入口付近における通路の有効幅

員は１ ０ ０ ㎝以上が望まし いと さ れており 、客室内の通路の計画に当たっ ては、車椅

子使用者の利用に支障のないよう 配慮する必要がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「 ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮し た建築設計標

準（ 追補版））  

 

図６  
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